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1．研究目的

本研究の目的は、児童養護施設在所中に施設の子どもが参加する地域養護活動が、いかなる点

において、施設退所後の自立困難軽減に向けた可能性を有しているのかを、旧・沢内村（現・西

和賀町）における取りくみを事例として明らかにすることである。

児童養護施設（1997年児童福祉法改定以前は「養護施設」）の目的は、従来、子どもを「養護

すること」であったが、1997年の児童福祉法改定にともない、その目的に、「自立を支援するこ

と」が加えられた。さらに 2004年の改定では、「退所した者に対する相談その他の自立のため

の援助を行うこと」と明記され、児童養護施設の目的は、保護から自立支援へと変わった。この

ような変化にともない、子どもの自立を視野に入れた取りくみが重視されるようになった。しか

し、東京都福祉保健局（2011）や認定 NPO 法人ブリッジフォースマイル調査チーム（2015）

等の調査では、児童養護施設退所者等（1）の自立の難しさが指摘されている。

先行研究で取りあげられている児童養護施設等退所後の自立の困難事例（立川 2000；大村

2006；相澤 2008等）からは、退所者等が、所属意識を有していない外集団との関係構築の困難

さが自立を阻む要因の 1つになっていることがわかる（笹倉・井上 2015）。たとえば、児童養

護施設退所者へのインタビューをおこなった全国社会福祉協議会（2009）の調査結果ではその

ことが顕著に表れており、中でも児童養護施設退所後の「孤立感」が目立っている。「自らの人

生の異質性への意識が、『自分のことをわかってくれる人はいない』『人は信用できない』といっ

た思いをもたらし、孤立感を増幅させる」（全国社会福祉協議会 2009 : 162）ことが、退所後の

生活困難を引き起こしていると言うのである。

一方、これまで児童養護施設退所後の自立支援に関しては、退所後も継続可能となるような子

どもと施設職員との信頼関係の構築（伊部 2015；天羽 2002；庄司・谷口・高橋・ほか 1997

等）や、退所後に直面する生活困難を回避することができるようなソーシャルスキル（2）の習得

等のリービングケア（小木曽 2011；天羽 2002）、また、退所者への物理的・心理的な居場所の

提供や職場・居宅訪問等のアフターケア（春日・早川 2006；斎藤 2008）をめぐって議論されて
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きた。しかし、管見の限り、児童養護施設退所後の自立支援に関して子どもの外集団認識を視野

に入れた議論はおこなわれてこなかった。

なお本稿では、児童養護施設退所者の自立については、社会的養護経験者の自立支援をめぐる

最近の研究に依拠し（3）、困ったときに助けを求められることととらえている。また、地域養護

活動とは、児童養護施設の子どもの日常生活から離れた地域をフィールドとして、児童養護施設

の職員や地域住民等が、子どもと地域の暮らしを共に経験しながら、協働して子どもを養護する

諸活動のこととする。

2．研究の視点および方法

（1）研究の視点
地域養護活動が、いかなる点において、児童養護施設退所後の子どもの自立困難軽減に向けた

可能性を有しているのかということを、次の 2つの視点から明らかにする。1点は、旧・沢内村

（現・西和賀町）でおこなわれている地域養護活動では、それに参加した児童養護施設の子ども

とその子どもをめぐる「ひと・もの・こと」との間にいかなる経験が生じているのかということ

である。2点は、地域養護活動において生じた子どもの経験は、施設退所者にとって、いかなる

意味を有しているのかということである。

（2）研究の方法
1）調査の方法
①調査対象地と調査対象事業
調査対象地は、旧・沢内村、現在の岩手県和賀郡西和賀町である。旧・沢内村を調査対象地に

選んだのは、同村では、1980年代中頃から児童養護施設の子どもを地域住民がホームスティ等

で受け入れる地域養護活動がおこなわれており（内閣府 2009）、地域養護活動の関係者によれ

ば、旧・沢内村における地域養護活動を経験すると、児童養護施設で生活している「子どもが落

ち着く」（NPO 法人輝け「いのち」ネットワーク 2010 : 2）と言われてきたからである。調査対

象事業は、旧・沢内村で実施されている地域養護活動（4）の取りくみである、「児童養護施設の児

童を年間を通してホームスティさせる事業」と「全国・西和賀まるごと児童養護施設事業」であ

る。調査対象地と調査対象事業の概要は次のとおりである。

【旧・沢内村（現・西和賀町）】
西和賀町は、旧・沢内村と旧・湯田町の合併により 2003年に誕生した。同町は、南北約 50

km、東西約 20 km、総面積 590.78 km2、人口 6,023人、世帯数 2,356世帯（2016年 9月 30

日現在）の岩手県西部に位置する中山間地域である。「児童養護施設の児童を年間を通してホー

ムスティさせる事業」（以下、「ホームスティ事業」とする）や「全国・西和賀まるごと児童養護

施設事業」（以下、「まるごと事業」とする）等の地域養護活動の拠点となる旧・沢内村は、
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1950年代半ばでも豪雪・貧困・多病多死の三重苦に悩まされていた。しかし深澤晟雄（1905-

1965）が村長に就任して以来、村民の生命を尊重する行政施策が強力に推し進められた。その

際、住民自らの要求を住民自らが知恵を出し合って解決するという手法が重視された結果、「自

分たちで生命を守った村」として有名になったところである。たとえばそのことは、1960年に

65歳以上の高齢者に国民健康保険の 10割給付を実施したことや、1962年に乳児死亡率ゼロを

達成したこと等からもうかがい知ることができる。

【児童養護施設の児童を年間を通してホームスティさせる事業】
西和賀町の地域住民が、児童養護施設で生活している子ども 2人を、週末、自宅に 1泊 2日

の日程で受け入れ、子どもに家庭の生活を体験する機会を提供する事業であり、週末里親等とは

異なる。西和賀町内にある NPO 法人（5）が中心となり、2008年 5月から本格的に実施されてい

る（6）。被虐待児の「人間復興には地域の生活体験が必要」であるため、「『人・自然・文化』に

恵まれている西和賀で（略）、子どもたちの優しさを育んでいく」（NPO 法人輝け「いのち」ネ

ットワーク 2010 : 2）ことを目的としている。

【全国・西和賀まるごと児童養護施設事業】
2003年から「全国・さわうちまるごと児童養護施設事業」として始まり 2013年に終了した

「村自体の子育て支援のフィールドをまるごと提供する事業」（藤澤 2004 : 59）である。西和賀

町内にある NPO 法人が主催し、地域住民ボランティアや東北地方の児童養護施設、情緒障害児

短期治療施設で実行委員会を組織して実施された。東北地方だけでなく、関東地方の異なる児童

養護施設の子どもが、西和賀町の保存家屋「清吉稲荷」を拠点として 4泊 5日、共同で生活し、

地域住民の協力の下、保育所ボランティア、川下り等の自然体験等をおこなうものである。

②聞き取り調査と参与観察
聞き取り調査は、2011年 8月、2012年 2月に実施し、調査終了後に逐語録を作成した。調

査協力者は、「ホームスティ事業」や「まるごと事業」において、児童養護施設の子どもを受け

入れる側の旧・沢内村地域住民である。2011年 8月の調査は、3名の地域住民（ホストファミ

リー経験者）に対する非構造化されたグループインタビュー（約 60分）である。2012年 2月

の調査は、5名の地域住民（ホストファミリー経験者）に対する非構造化されたグループインタ

ビュー（約 60分）である。

また、まるごと事業の参与観察を 2012年 8月 22日～26日、ホームスティ事業の参与観察を

表 1 調査日・調査対象事業・調査方法・調査場所 （作成：筆者）

調査日 調査対象事業 調査方法 調査場所
2011/8/25 ホームスティ事業 聞き取り調査 公民館
2012/2/19 ホームスティ事業 聞き取り調査 公民館
2012/8/22～8/26 まるごと事業 参与観察 旧・沢内村界隈
2013/8/24～8/25 ホームスティ事業 参与観察 ホストファミリー宅
2014/9/6～9/7 ホームスティ事業 参与観察 ホストファミリー宅
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2013年 8月 24日～25日、2014年 9月 6日～7日に実施し、調査終了後、フィールドノーツを

作成した。具体的な調査日、調査場所は表 1のとおりである。

2）分析の方法
①主観的事実重視
地域養護活動に参加した児童養護施設の子どもと、その子どもをめぐる「ひと・もの・こと」

との間にいかなる経験が生じているのかを明らかにする際、主観的事実重視の視点を採用する。

人は、自らの身体を中心として伸び広がり、絶えず生成と消滅を繰り返している、「ひと・も

の・こと」との多様な関係の網の目に生きている。人の生をこのように理解するならば、子ども

の育ちとは、その子どもが、「自らと異なったひと、こと、ものとの接触の中で、異物を受け入

れたり、反対に拒否したり、記憶のなかに蓄えたりすること」（大田 2013 : 309-310）をとおし

て、新たな自分が創造されることであるととらえることができる。

このようにして子どもが育つ場面、言い換えれば、子どもにとって新たな自分が創造される場

面では、独特の雰囲気をもった空間や時の流れが生じており、立ち会った者はそれを感受するこ

とがある。鯨岡（2015）は、このような時空間を「接面」と呼んでいる。子どもの育ちに立ち

会った者が感受できた接面では、喜怒哀楽に関わる情動が行き交い浸透しあっている。しかしそ

れは、目に見えるような明確な形を伴っているわけではないため、客観的にそこにあるものでは

なく、感受されて初めて存在することになる。しかも接面は、そこに立ち会った者がその必須の

構成要素となる。したがって、接面で行き交い浸透しあっている情動を感受するには、自らの身

体に耳を澄ませ、そこに関与する者の「生きられた経験（7）」としてとらえる姿勢が求められる。

接面で生じている意味世界を他者に開かれたものとして伝えるには、エピソードが必要とな

る。その理由として、エピソードをめぐる次のような性格を挙げることができるであろう。エピ

ソードは、その場に生きる人を生き生きと蘇らせるために、経験したことの全体から印象深かっ

たことを切り取って提示するものである。その際、関わり手である自分とメタ観察主体である自

分とが若干の距離をとりながら、関わり手が経験した事象をあくまでも忠実に記述することが求

められる（鯨岡 2005）。加えてエピソードは、「読み手の了解可能性という意味での一般性、公

共性を目指すもの」（鯨岡 2005 : 44）であるため、個別具体的な事柄として閉じられたものでは

なく、「他者の経験世界に可能的に開かれ」（鯨岡 2005 : 45）たものである。

エピソードの記述では、上記のように関わり手と記述者が同一である場合と、関わり手と記述

者が異なる場合とに分かれる。前者の場合であれは、関わり手である自分とメタ観察主体（＝記

述者）である自分、さらに、子どもを加えた 3者の情動の行き交う接面が描き出されることにな

る。後者の場合であれば、関わり手と子ども、さらに、記述者を加えた 3者の情動の行き交う

接面が描き出されることになる。いずれの場合であっても、エピソードにおいては、記述者の身

体をとおして感じ取ることに重きが置かれているため、記述者の主体性の発揮が不可欠となる。

以上からエピソードの分析では、客観的な複数の指標によって整理するという方法はふさわし

くないことが理解されるであろう。エピソードが生じた文脈に依拠しながら、生きられた経験と
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してすくいあげるため、関与する複数の人たちそれぞれの主観的事実を重視した分析をおこな

う。

②社会心理学における集団に関する知見の援用
地域養護活動において生じた子どもの経験が、施設退所後の子どもにとって、いかなる意味を

有しているのかを明らかにする際、社会心理学における集団に関する知見を援用する。

（3）倫理的配慮
関西福祉大学社会福祉学部研究倫理審査委員会で承認されており、「日本社会福祉学会研究倫

理指針」を遵守した。

聞き取り調査にあたっては、調査協力者に a．調査目的、b．調査方法、c．調査不同意のさいに

不利益を受けない権利、d．データの管理法、e．協力者が中止・保留を申し出る権利、f．入手した

データの公表について文書を示して説明し、「研究協力同意文書」2通に署名を得、そのうちの

1通を研究協力者に手渡し、他の 1通は調査者が受け取り保管することとした。参与観察にあた

っては、事業主催者、子どもが所属する施設の施設長等に上記と同様にして同意を得、子どもに

ついては、口頭で説明し、了解を得た。調査結果の公表にあたり、エピソードの登場人物はすべ

てランダムにアルファベットで表記し、エピソードの内容については、子どもの認識に影響を与

えない範囲で手を加え、個人が特定されないように配慮している。地名・事業名を固有名詞のま

ま表記することに関しては、関係者から了解済である。

3．研究結果

（1）地域養護活動に参加した子どもの経験
1）認識が拡がる
地域養護活動に参加した児童養護施設の子どもと、その子どもをめぐる「ひと・もの・こと」

との間でいかなる経験が生じているのかについて見ていく。紙幅の関係で、本稿ではエピソード

を掲載することが難しいため、表 2にエピソードの概略を示した。なお、記述された個々のエ

ピソードについては、笹倉・井上（2016）を参照されたい。

A が登場する「洗濯物」のエピソードでは、A にとって、「I のおじさん」という「ひと」に

関する認識は、「かき氷を作ってくれる人」という理解が残されたまま、そこに「手助けをする

相手」という理解が加わるというように、「洗濯物」という「もの」に関する認識は、「特定の他

者が取り込むもの」という理解が残されたまま、そこに「特定の他者から受け取るもの」という

理解が加わるというように、「洗濯物を受け取ること」という「こと」に関する認識は、「思いも

よらないこと」という理解が残されたまま、そこに「自分が役に立てること」という理解が加わ

るというようにして形成されている。

B が登場する「自転車」のエピソードでは、B にとって、「J さん」という「ひと」に関する
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認識は、「見守ってくれる人」という理解が残されたまま、そこに「要求を受けとめてくれる人」

という理解が加わるというように、あるいはまた、「K」という「ひと」に関する認識は、「一緒

に遊ぶ人」という理解が残されたまま、そこに「力を貸してくれる人」という理解が加わるとい

うようにして形成されている。「自転車」という「もの」に関する認識は、「力が試されるもの」

という理解が残されたまま、そこに「乗ってみたいもの」という理解が加わるというように、

「自転車に乗ること」という「こと」に関する認識は、「仕方なくおこなうこと」という理解が残

されたまま、そこに「特定の他者と一緒に成し遂げたいこと」という理解が加わるというように

して形成されている。

C が登場する「雪あかり」のエピソードでは、C にとって、「L さん」という「ひと」に関す

る認識は、「こたつでまぁるくなって過ごす人」という理解が残されたまま、そこに「自分を心

待ちにしてくれる人」という理解が加わるというように、「雪あかり」という「もの」に関する

認識は、「修復すべきもの」という理解が残されたまま、そこに「美しいと感じるもの」という

表 2 エピソード記述の概略 （作成：筆者）

児童養護
施設の
子ども

登場人物
エピ
ソー
ド名

概略 調査日

Ａ
（
小
１
）

〈A〉
児童養護施設で生活
する被虐待経験を有
する女児／小 1／ホ
ームスティ事業参加
〈I のおじさん〉
ホストファミリー／
男性

洗
濯
物

I のおじさんは、あらかじめ業務用のかき氷カップを用意して A
らがホームスティにやって来るのを心待ちにしていた。しかし、お
じさんは、かき氷を作ること以外の場面では、特に A らと一緒に
遊んだりするわけではなかった。夕刻、A らがゲームで遊んでい
ると、窓の外で、おじさんが庭に干してあった洗濯物を取り込む姿
があった。すると、突然、ガラリと窓が開き、おじさんが A に洗
濯物を受け取るように声をかけた。おじさんから窓越しに両腕いっ
ぱいの洗濯物を受け取り、少しおどけながら洗濯物を運ぶ A の姿
が記述されている。

2014/9/6

Ｂ
（
小
３
）

〈B〉
児童養護施設で生活
する被虐待経験を有
する男児／小 3／ホ
ームスティ事業参加
〈J さん〉
ホストファミリー／
女性
〈K〉
祖母（＝J さんの友
人）宅へ遊びに来て
いた子ども／小 2

自
転
車

J さん宅には、B が興味を抱けるような遊具がなかった。そのた
め、J さん宅に到着した当初、B は、K らと一緒に猫車を押して
遊んでいた。やがて、それにも飽きた B は、仕方なく、J さん宅
の納屋にあった古い自転車を借りて遊ぶことになる。自転車に乗れ
なかった B は、おとなたちに見守られながら、庭先で K と一緒に
自転車に乗る練習を始めた。しかし B は、その日のうちに自転車
に乗れるようにはならなかった。帰る日の朝、B は、再び K と一
緒に自転車に乗る練習をしたいと J さんに申し出る。早朝であっ
たため、K の祖母への気遣いからためらいもあったが、J さんは
B の願いを叶え、B が K の祖母宅へ行くことを認める。このよう
な出来事を経て、翌朝、自転車に乗れるようになったという B の
姿が記述されている。

2013/8/24

Ｃ
（
小
４
）

〈C〉
児童養護施設で生活
する被虐待経験を有
する女児／小 4／ホ
ームスティ事業参加
〈L さん〉
ホストファミリー／
女性

雪
あ
か
り

L さんの家の外は、一面真っ白な雪景色であった。C と一緒にホ
ームスティにやって来たもう 1人の女の子は、雪遊びができる戸
外に行きたそうな様子であるが、C は寒い戸外に出て遊ぶよりも、
こたつの中で本を読んでいたいと言う。そのため、日中の大半は、
L さんと C らが 3人でこたつに入ってまぁるくなって過ごすこと
になった。しかし、あたりが暗くなってきた頃、L さんは「雪あか
り」を C らに見せてあげたいという思いから、2人を戸外に誘っ
た。1週間前に作られた「雪あかり」のミニかまくらを 3人で修復
し、その中にろうそくの灯をともした時、C は思わず「あぁ、き
れいだわぁ」とつぶやく。そのような場面で、L さんから「だか
ら、一緒につくりたかったんだよ」と伝えられた C の姿が記述さ
れている。

2012/2/19

（１３４）



Ｄ
（
小
５
）

〈D〉
児童養護施設で生活
する被虐待経験を有
する男児／小 5／ま
るごと事業参加
〈M さん〉
西和賀町の川下りボ
ランティア／男性

ひ
じ
つ
き
椅
子

日中は、M さんら町の川下りボランティアの協力の下、ゴムボー
トによる川下りを楽しんだ。夕方からは、宿泊先の古民家の庭先で
バーベキューを堪能していたが、終盤になって突然の夕立に見舞わ
れた。その後、とっぷりと日が暮れた雨上がりの漆黒の闇の中、か
すかに炭火が残っているバーベキューコンロを挟んで、2脚のひじ
つき椅子がおよそ 90度の角度で並んでいた。最初は、おとなたち
がその椅子に腰かけ煙草をくゆらせていたが、そのうちの 1人が
席を立ち、M さんだけが椅子に座っている状態になった。やがて、
D が空いている方の椅子に小さな体をすっぽりすべりこませてい
た。椅子に腰かけ、M さんと同じ方向に目をやりゆったりとした
雰囲気で暗闇の遠くを見ている D の姿が記述されている。

2012/8/25

Ｅ
（
小
６
）

〈E〉
児童養護施設で生活
する被虐待経験を有
する女児／小 6／ホ
ームスティ事業参加
〈N さん〉
ホストファミリー／
女性

自
然
発
見

E はホームスティに行くことを積極的に希望していたわけではな
かった。しかもホームスティに来てみると、そこには、カラオケや
ゲームセンターなど E が行ってみたいと思うような施設はまった
くなく、ただ自然だけがあった。自分を迎えに来てくれたホストフ
ァミリーである、N さんが運転する車の中で、独り言のように不
満を口にする E に、N さんは、「だから、あなたたちに来てもら
ったの」と伝える。翌朝、E の方から N さんに、花やチョウチョ
の存在を伝える E の姿が記述されている。

2011/8/25

Ｆ
（
小
６
）

〈F〉
児童養護施設で生活
する被虐待経験を有
する男児／小 6／ま
るごと事業参加
〈調査者〉
女性

ホ
タ
ル

就寝時刻が迫る頃、F はホタル（クロマドホタルの幼虫）を探しに
出かけた。F は、ホタルを持ったままでは、別のホタルを捕まえる
ことができないので、ただホタルを見たいという思いだけで F の
後を追った調査者に、捕まえたホタルを手渡し、手をかごのように
して持つように促す。そして、ホタル探しに熱中した F は、漆黒
の闇の中をどんどん宿舎から離れて歩いていく。そのような F に
対し、とうに過ぎているに違いない就寝時刻が気になり、なんとか
ホタル探しを終わらせたい調査者が、F に帰ろうと促すが彼の了解
が得られない。とうとう、F のことを気にしながらも、宿舎に向か
って歩き始めた調査者の後方から手をつなぎにきた F の姿が記述
されている。

2012/8/25

Ｇ
（
中
１
）

〈G〉
被虐待経験を有する
男児／中 1／まるご
と事業参加
〈調査者〉
女性

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

緊張感と達成感のある川下りを終えた日の夕刻、町の川下りボラン
ティアも招いて、宿舎となっている古民家の庭先でバーベキューが
おこなわれた。G も調査者も、スタッフに焼けた肉や野菜を給仕
してもらいバーベキューに舌鼓をうっていた。ところが途中で雷が
鳴り始め、空が真っ暗になってきた。スタッフは片づけに忙しくな
り、誰も給仕してくれる人がいなくなった。そのような状況下で、
これまでの数日間、ほとんど自分から話をすることのなかった G
が、紙皿と箸をもったまま庭先をゆっくりとさまよい始めた。そし
て、あわただしく片づけをしている人たちの中で、まだのんびりと
バーベキューを食べていた調査者に向かって、焼けた肉のありかを
尋ねる G の姿が記述されている。

2012/8/25

Ｈ
（
中
１
）

〈H〉
被虐待経験を有する
男児／中 1／まるご
と事業参加
〈調査者〉
男性

長
財
布

山あいの渓流で川遊びが始まった頃、H は肌身離さず大事にして
いた長財布をズボンの後ろポケットに入れたまま川に入っていた。
しかし、川遊びに熱中して長財布を川の中に落とすことが心配にな
ったのであろう。スタッフではないが、H の目につくところで暇
そうにしているおとなである調査者に H は財布を預けることにし
た。しかし、財布を受け取った調査者の態度に、財布の大切さが伝
わっていないのではないかと H は不安を覚える。そのような中、
調査者に長財布の大切さを分かってもらえるように、繰り返し調査
者とやりとりをする H の姿が記述されている。

2012/8/23

集
合
写
真

お別れの会の終了後、宿舎になっていた古民家をバックに記念の集
合写真を撮ることになった。写真を撮る係のおとなが子どもは前の
列に並ぶように促しているにもかかわらず、H は調査者に前に行
くようにという仕草をした。長財布を預かったことをきっかけとし
て H の「荷物預かり人」になっていた調査者は、H こそ前に行く
ようにと促すつもりで彼の肩に右手を軽く置いた。調査者に触れら
れた瞬間、被虐待経験が蘇ったのであろう、恐怖や驚きや悲しみが
混じった表情で、感電したかのように調査者から飛び離れた H の
姿が記述されている。

2012/8/26

児童養護施設退所後の自立困難軽減に向けた地域養護活動の可能性 （１３５）



理解が加わるというように、「雪あかりを修復すること」という「こと」に関する認識は、「寒く

て嫌なこと」という理解が残されたまま、そこに「特定の他者と一緒に楽しめること」という理

解が加わるというようにして形成されている。

D が登場する「ひじつき椅子」のエピソードでは、D にとって、「M さん」という「ひと」に

関する認識は、「川下りをサポートしてくれる人」という理解が残されたまま、そこに「傍にい

て安心を与えてくれる人」という理解が加わるというように、「ひじつき椅子」という「もの」

に関する認識は、「おとなが使うもの」という理解が残されたまま、そこに「子どもも使うこと

ができるもの」という理解が加わるというように、「ひじつき椅子に座ること」という「こと」

に関する認識は、「子どもの自分にはためらわれること」という理解が残されたまま、そこに

「特定の他者と何気ない時間を一緒に過ごすこと」という理解が加わるというようにして形成さ

れている。

E が登場する「自然発見」のエピソードでは、E にとって、「N さん」という「ひと」に関す

る認識は、「迎えにきてくれる人」という理解が残されたまま、そこに「自分たちを必要として

くれる人」という理解が加わるというように、「花や蝶」という「もの」に関する認識は、「目に

映るもの」という理解が残されたまま、そこに「魅力のあるもの」という理解が加わるというよ

うに、「自然の魅力を発見すること」という「こと」に関する認識は、「期待していないこと」と

いう理解が残されたまま、そこに「特定の他者に伝えたいこと」という理解が加わるというよう

にして形成されている。

F が登場する「ホタル」のエピソードでは、F にとって、「調査者」という「ひと」に関する

認識は、「ホタルを見にきた人」という理解が残されたまま、そこに「手をつなぎにいく相手」

という理解が加わるというように、「ホタル」という「もの」に関する認識は、「自分が見つける

もの」という理解が残されたまま、そこに「特定の他者に委ねるもの」という理解が加わるとい

うように、「手に触れること」という「こと」に関する認識は、「楽しみを持続するために必要な

こと」という理解が残されたまま、そこに「満足感の共有を促すこと」という理解が加わるとい

うようにして形成されている。

G が登場する「バーベキュー」のエピソードでは、G にとって、「調査者」という「ひと」に

関する認識は、「バーベキューを食べる人」という理解が残されたまま、そこに「焼けた肉のあ

りかを尋ねる相手」という理解が加わるというように、「焼けた肉」という「もの」に関する認

識は、「給仕されるもの」という理解が残されたまま、そこに「ありかを尋ねて探すもの」とい

う理解が加わるというように、「焼けた肉を食べること」という「こと」に関する認識は、「座っ

ているだけで可能になること」という理解が残されたまま、そこに「自ら動けば可能になるこ

と」という理解が加わるというようにして形成されている。

H が登場する「長財布」のエピソードでは、H にとって、「調査者」という「ひと」に関する

認識は、「スタッフではないおとなの人」という理解が残されたまま、そこに「長財布を預ける

相手」という理解が加わるというように、「長財布」という「もの」に関する認識は、「肌身離さ

（１３６）



ず持つもの」という理解が残されたまま、そこに「特定の他者なら預けてよいもの」という理解

が加わるというように、「長財布を預けること」という「こと」に関する認識は、「考えも及ばな

いこと」という理解が残されたまま、そこに「試みてもよいこと」という理解が加わるというよ

うにして形成されている。

また、同じく H が登場する「集合写真」のエピソードでは、H にとって、「調査者」という

「ひと」に関する認識は、「持ち物を預ける人」という理解が残されたまま、そこに「自分に危害

を及ぼす可能性のある人」という理解が加わるというように、「調査者の手」という「もの」に

関する認識は、物を預ける際の「都合のよいもの」という理解が残されたまま、そこに「恐怖や

驚きや悲しみを引き起こすもの」という理解が加わるというように、「前の方に行くこと」とい

う「こと」に関する認識は、「スタッフから促されても気乗りがしないこと」という理解が残さ

れたまま、そこに「調査者から促されても気乗りがしないこと」という理解が加わるというよう

にして形成されている。

表 3 子どもの認識の拡がり （作成：筆者）
児童養護
施設の
子ども

エピ
ソード
名

ひと もの こと

前 後 前 後 前 後

A 洗濯物

【I のおじさん】
かき氷を作ってくれ
る人

【I のおじさん】
手助けをする相手

【洗濯物】
特定の他者が取り込
むもの

【洗濯物】
特定の他者から受け
取るもの

【洗濯物を受け取る
こと】
思いもよらないこと

【洗濯物を受け取る
こと】
自分が役に立てるこ
と

B 自転車

【J さん】
見守ってくれる人

【J さん】
要求を受けとめてく
れる人

【自転車】
力が試されるもの

【自転車】
乗ってみたいもの

【自転車に乗ること】
仕方なくおこなうこ
と

【自転車に乗ること】
特定の他者と一緒に
成し遂げたいこと

【K】
一緒に遊ぶ人

【K】
力を貸してくれる人

C 雪あかり

【L さん】
こたつでまぁるくな
って過ごす人

【L さん】
自分を心待ちにして
くれる人

【雪あかり】
修復すべきもの

【雪あかり】
美しいと感じるもの

【雪あかりを修復す
ること】
寒くて嫌なこと

【雪あかりを修復す
ること】
特定の他者と一緒に
楽しめること

D
ひじつき
椅子

【M さん】
川下りをサポートし
てくれる人

【M さん】
傍にいて安心を与え
てくれる人

【ひじつき椅子】
おとなが使うもの

【ひじつき椅子】
子どもも使うことが
できるもの

【ひじつき椅子に座
ること】
子どもの自分にはた
めらわれること

【ひじつき椅子に座
ること】
特定の他者と何気な
い時間を一緒に過ご
すこと

E 自然発見

【N さん】
迎えにきてくれる人

【N さん】
自分たちを必要とし
てくれる人

【花や蝶】
目に映るもの

【花や蝶】
魅力のあるもの

【自然の魅力を発見
すること】
期待していないこと

【自然の魅力を発見
すること】
特定の他者に伝えた
いこと

F ホタル
【調査者】
ホタルを見にきた人

【調査者】
手をつなぎにいく相
手

【ホタル】
自分が見つけるもの

【ホタル】
特定の他者に委ねる
もの

【手に触れること】
楽しみを持続するた
めに必要なこと

【手に触れること】
満足感の共有を促す
こと

G
バーベ
キュー

【調査者】
バーベキューを食べ
る人

【調査者】
焼けた肉のありかを
尋ねる相手

【焼けた肉】
給仕されるもの

【焼けた肉】
ありかを尋ねて探す
もの

【焼けた肉を食べる
こと】
座っているだけで可
能になること

【焼けた肉を食べる
こと】
自ら動けば可能にな
ること

H

長財布
【調査者】
スタッフではないお
となの人

【調査者】
長財布を預ける相手

【長財布】
肌身離さず持つもの

【長財布】
特定の他者なら預け
てよいもの

【長財布を預けるこ
と】
考えも及ばないこと

【長財布を預けるこ
と】
試みてもよいこと

集合写真

【調査者】
持ち物を預ける人

【調査者】
自分に危害を及ぼす
可能性のある人

【調査者の手】
都合のよいもの

【調査者の手】
恐怖や驚きや悲しみ
を引き起こすもの

【前の方に行くこと】
スタッフから促され
ても気乗りがしない
こと

【前の方に行くこと】
調査者から促されて
も気乗りがしないこ
と

児童養護施設退所後の自立困難軽減に向けた地域養護活動の可能性 （１３７）



以上、8人の子どもに関する 9編のエピソードを分析

することにより、地域養護活動をとおして、「ひと・も

の・こと」に関する子どもの認識は、以前の理解が残さ

れたまま、そこに新たな理解が加わるというようにして

形成されている。つまり、地域養護活動をとおして子ど

もの認識が拡がることがわかった（表 3参照）。

2）多面性を帯びたものであると認識する
「3．（1）1）」では、以前の理解が残されたまま、そこ

に新たな理解が加わるという認識の形成過程を、「拡がる」というようにとらえ、「変化する」と

は区別している。なぜなら、対象となる「ひと・もの・こと」に関して、別の認識が生じたから

といって、以前の認識が消えるわけではないからである。認識が拡がるというイメージについて

は、図 1を参照されたい。

このことは、たとえば、A が登場する「洗濯物」のエピソードで言えば、次のようなことを

意味している。ホストファミリーである「I のおじさん」から洗濯物を受け取り、おじさんが、

「手助けをする相手」になったからといって、「かき氷を作ってくれる人」であったという認識が

打ち消されるわけではない。A に渡された「洗濯物」が、「他者から受け取るもの」になったか

らといって、おじさんの「取り込むもの」であったという認識が打ち消されるわけでもない。

「洗濯物を受け取ること」は、おじさんの「役に立てること」であるが、ゲームに興じていて

「思いもよらぬこと」であったという認識が打ち消されるわけでもないということである。

仮に、子どもの認識が「変化する」のであれば、A にとって、「I のおじさん」に関する認識

は、「かき氷を作ってくれる人」であるか「手助けをする相手」、「洗濯物」に関する認識は、お

じさんが「取り込むもの」であるかおじさんから「受け取るもの」、「洗濯物を受け取ること」に

関する認識は、「思いもよらぬこと」であるか「役に立てること」の、いずれかでしかないとい

うことになる。しかし、A にとって、「I のおじさん」に関する認識は、「かき氷を作ってくれる

人」であるという理解が残されたまま、そこに「手助けをする相手」であるという理解が加わる

過程で生じた、「洗濯物を取り込む人」や「自分に声をかける人」等、複数の理解が多様に重な

り合ったり反発しあったりしながら形成されている。「洗濯物」に関する認識においても、おじ

さんが「取り込むもの」であるという理解が残されたまま、そこにおじさんから「受け取るも

の」であるという理解が加わる過程で生じた、「窓越しに渡されるもの」等の理解、「洗濯物を受

け取ること」に関する認識においても、「思いもよらぬこと」であるという理解が残されたまま、

そこに「役に立てること」であるという理解が加わる過程で生じた、「頼まれること」等の理解

が多様に重なり合ったり反発しあったりしながら形成されている。

このように見てくると、認識が拡がる経験をした子どもは、自分をめぐる「ひと・もの・こ

と」が多面性を帯びたものであると認識するようになるということである。

図 1 認識が拡がる（イメージ）

（１３８）



3）多面性を帯びた認識には負の側面も含まれる
ここでは、「3．（1）1）」でとりあげた、H と彼をめぐる「ひと」に注目する。調査者と H が

最初に出会った日の「長財布」のエピソードでは、H にとって、調査者に関する認識は、「スタ

ッフではないおとなの人」という理解が残されたまま、そこに「長財布を預ける相手」という理

解が加わるというようにして形成されている。両者の信頼関係という点からすれば、認識が拡が

ることをとおして、正の側面が立ち現れたことになる。

しかし、調査者と H が別れる日の「集合写真」のエピソードでは、H にとって、調査者に関

する認識は、「持ち物を預ける人」という理解が残されたまま、そこに「自分に危害を及ぼす可

能性のある人」という理解が加わるというようにして形成されている。両者の信頼関係という点

からすれば、認識が拡がることをとおして、負の側面が立ち現れたことになる。

以上から、子どもと子どもをめぐる「ひと・もの・こと」に関する認識の拡がりについて、次

のようなことがわかった。認識が拡がるということは、子どもをめぐる「ひと・もの・こと」に

関して、常に、好意的理解が加わっていくというわけではなく、場合によっては、好意的でない

理解も加わりながら拡がっていくということである。つまり、「ひと・もの・こと」が多面性を

帯びているという認識には、負の側面も含まれているのである。

同時に、ここで述べている負の側面は、子どものその後に人生にとって、決定的なダメージを

与える可能性がゼロではないにしても低いということも確認しておきたい。その理由は次のとお

りである。

既述のように地域養護活動は、「児童養護施設の職員や地域住民等が、子どもと地域の暮らし

を共に経験しながら、協働して子どもを養護する諸活動」であり、調査者も含めた「地域住民

等」は、この活動に賛同しボランタリーに参加している。したがって、「児童養護施設の職員や

地域住民等」の子どもを養護する側が、子どもに対して、悪意に満ちたダメージを意図的に与え

ることはない。負の側面は、あくまでも、意図せざる結果として生じているからである。

繰り返しになるが、子どもの認識が拡がるということは、正の側面や負の側面といった価値的

な判断から距離を置いたところで、子どもが、自分をめぐる「ひと・もの・こと」が多面性を帯

びたものであると認識するようになるということなのである。

（2）地域養護活動における子どもの経験の意味
「3．（1）」では、地域養護活動をとおして子どもの認識が拡がること、すなわち、自分をめぐ

る「ひと・もの・こと」が、負の側面も含めて多面性を帯びたものであると認識するようになる

ことが明らかになった。ここでは、そのような子どもの経験の意味について述べる。

1）外集団の関与により子どもの認識が拡がる
「ひと・もの・こと」に関する子どもの認識が多面性を帯びたものとして拡がる際に関与して

いる「ひと」は、ホストファミリー、町の川下りボランティア、調査者（8）である。言い換えれ

ば、旧・沢内村でおこなわれている地域養護活動に関わりのあるこのような「ひと」はすべて、

児童養護施設退所後の自立困難軽減に向けた地域養護活動の可能性 （１３９）



子どもから見れば、自分が属しているとみなし、「われわれ」という共属感をもつ内集団の人

（たとえば所属している児童養護施設の職員）ではなく、自分が属していないとみなし、「かれ

ら」としか意識されない外集団に属する「ひと」である。

子どもの認識が多面性を帯びたものとして拡がる際に関与している「もの」は、子どもから見

れば、外集団から託されるもの、外集団から貸してもらうもの、外集団にあるもの、外集団から

供されるもの、外集団に託すものである。言い換えれば、旧・沢内村でおこなわれている地域養

護活動に関わりのあるこのような「もの」はすべて、子どもから見れば、外集団につながる「も

の」である。

子どもの認識が多面性を帯びたものとして拡がる際に関与している「こと」はすべて、子ども

から見れば、外集団につながる「こと」である。なぜなら「こと」という現象は、「ひと」と

「もの」とで織りなされており、エピソードに登場する「ひと」はすべて外集団に属しており、

エピソードに登場する「もの」はすべて外集団につながっているからである。

以上から、地域養護活動をとおして子どもが、自分をめぐる「ひと・もの・こと」に関して多

面性を帯びたものとして認識する際、すべてにわたって外集団が関与していることがわかった。

なお外集団という概念には、内集団から見たときに競争心・対立感・敵意等が差し向けられる

対象であるという含意がある。地域養護活動参加当初の子どもにとって、「地域住民等」の子ど

もを養護する側は、競争心・対立感・敵意等が差し向けられる対象であった可能性も低くはな

い。しかし、だからこそ地域養護活動をとおして、子どもが自分をめぐる「ひと・もの・こと」

に関して多面性を帯びたものとして認識を拡げた意味は大きいと言えるであろう。

2）外集団関与により認識が一般化される
子どもは、旧・沢内村でおこなわれている地域養護活動に関
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象となる「ひと・もの・こと」が多面性を帯 図 2 外集団均質性効果によって認識が拡がる

（１４０）



びていると認識が拡がった場合、他でもないその「ひと・もの・こと」が、多面性を帯びたもの

であると認識する。

一方、対象となる「ひと・もの・こと」が外集団に属していれば、それを個別具体的に把握す

ることができない。そのため私たちは、対象となる「ひと・もの・こと」が多面性を帯びている

と認識が拡がった場合、外集団に属する他の「ひと・もの・こと」も似通っているに違いないと

知覚してしまい、その結果、外集団に属するその他の「ひと・もの・こと」も、同様に、多面性

帯びていると認識することになるのである。外集団均質性効果によって認識が一般化されるイメ

ージについては、図 2を参照されたい。

3）自立困難軽減の可能性がある
旧・沢内村で地域養護活動を経験した子どもが、外集団均質性効果の働きにより、旧・沢内村

以外のすべての「ひと・もの・こと」が多面性を帯びていると認識するようになることは、子ど

もの自立にどのような影響を与えることになるのであろうか。

地域養護活動を体験した児童養護施設退所者は、児童養護施設におけるかつての日常生活を次

のように語っている（9）。

「中学生の時も外出許可とれるけど、親と会う時とか以外は結構なんか団体行動が多くて、

だから例えば生協行くんだって、生協行きたい人、手、挙げて、って。行きたい、行きたい

って。ぞろぞろぞろぞろ。こっぱずかしいくらい。なんか何人家族ですかっていうぐらい行

くんですよ」。

上記の語りは、児童養護施設の子どもが在所中に外集団に出会う際には、施設職員や同じ施設

の子どもが複数、同行しており、個人として外集団と出会う機会が少ないことを示唆している。

施設退所後の自立を阻む孤立感は、多くの場合、個人として外集団と出会った際に生じているに

もかかわらず、施設在所中に子どもが個人として外集団と出会う経験が少ないわけである。

個人として外集団に属する人と接する機会が少ないまま退所した場合、退所後に出会う外集団

の「ひと・もの・こと」が、自分にとって快と感じる「ひと・もの・こと」であると認識する

と、外集団均質性効果により、退所者は、たいていの「ひと・もの・こと」が、自分にとって快

と感じる「ひと・もの・こと」であると認識する可能性がある。このようにして外集団の「ひと

・もの・こと」に対して信頼感を抱くようになった場合、実際のところは、外集団の「ひと・も

の・こと」が、すべて快と感じられるようなものではないため、場合によっては、外集団の「ひ

と・もの・こと」を安易に信じてしまい、騙されるというような事態に陥るかもしれない。

また同様に、個人として外集団に属する人と接する機会が少ないまま退所した場合、退所後に

出会う外集団の「ひと・もの・こと」が、自分にとって不快と感じる「ひと・もの・こと」であ

ると認識すると、外集団均質性効果により、退所者は、たいていの「ひと・もの・こと」が、自

分にとって不快と感じる「ひと・もの・こと」であると認識する可能性がある。このようにして

児童養護施設退所後の自立困難軽減に向けた地域養護活動の可能性 （１４１）



外集団の「ひと・もの・こと」に対して用心深くなった場合、実際のところは、外集団の「ひと

・もの・こと」が、すべて不快と感じられるようなものではないにもかかわらず、場合によって

は、外集団の「ひと・もの・こと」に対して極度に不信感を抱き、孤立感にさいなまれる事態に

陥るかもしれない。

ところが、地域養護活動をとおして、在所中に個人として外集団の「ひと・もの・こと」に出

会う機会があると、外集団の「ひと・もの・こと」に対して認識が拡がる経験、すなわち、地域

養護活動に関わる特定の「ひと・もの・こと」だけでなく、外集団に属するたいていの「ひと・

もの・こと」が多面性を帯びたものであると認識するようになる可能性がある。そうした場合、

退所後に出会う外集団の「ひと・もの・こと」を快と感じるか不快と感じるかにかかわらず、別

の側面を視野に入れた、ありのままの「ひと・もの・こと」に出会う可能性が高まると言える。

以上から、児童養護施設在所中に旧・沢内村での地域養護活動に参加し、外集団に対して認識

が拡がる経験をした子どもは、施設退所後、特定の外集団との関係構築に躓いたとしても、その

ことによって、自らが生きる世界に対して、必ずしも、決定的なダメージを被るというわけでは

ないということが言える。この点において地域養護活動は、児童養護施設退所者の自立困難軽減

に寄与する可能性を有していることが明らかになった。

4．考察

旧・沢内村における地域養護活動は、退所後に出会う外集団の「ひと・もの・こと」が多面性

を帯びたものであると認識する点において、退所後の自立困難軽減に寄与する可能性が明らかに

なった。しかし既に見てきたように、この活動に賛同しボランタリーに参加している人との間で

あってさえ、意図せざる結果として、負の側面が子どもの前に現出することもある。そうである

ならば、旧・沢内村という「地域をフィールド」とした場合、ホストファミリーと一緒に買い物

に行くスーパーマーケット、温泉施設等、子どもが行く先々でボランタリーにこの活動に参加し

ていない人とも出会うのであるから、子どもが、悪意に満ちたダメージを被ることも考えられ

る。たとえば、次に引用する児童養護施設の子どもの言葉からは、この社会には悪意に満ちたダ

メージを引き起こしかねないメッセージが潜んでいることがわかる。

「一番きつかったのは小学校四、五年生の頃。『汚いから近寄らないで』とか言わて……」

（『子どもが語る施設の暮らし』編集委員会 1999 : 67）

「『施設の子は一週間に一回しかお風呂に入っていない』とか、友だちが遊んでくれないので

理由を聞いたら、『お母さんが「施設の子」とは遊んじゃダメって言うから』と言われたと

かありました」（（『子どもが語る施設の暮らし』編集委員会 1999 : 132）

「何かあると『施設の子だから』とか言うのはやめてほしいと思います」（『子どもが語る施

設の暮らし 2』編集委員会 2003 : 34）
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では、なぜ、旧・沢内村で地域養護活動を実施すれば、地域養護活動にボランタリーに参加し

ていない人との出会いをとおしても、悪意に満ちたダメージがもたらされる可能性が低いと言え

るのであろうか。これについて、旧・沢内村という地域社会における、住民による子どものとら

え方という観点から考察する。

（1）子どもを 1人の人間として尊重する気風
既述のように、旧・湯田町と合併して西和賀町となる前の旧・沢内村は、1950年代半ばでも

豪雪・貧困・多病多死の三重苦に悩まされていた地域である。乳児死亡率も高く（出生 1000人

比 70.5）、全国でも乳児死亡率が最悪であった岩手県（66.4）の中で高い数字を示していた。そ

のような中で 1957年、村長に就任した深澤晟雄は、「1．すこやかに生まれ 2．すこやかに育

ち 3．すこやかに老いる」ことを目指して地域包括医療を推進した。旧・沢内村では、1958

年から妊婦健診が無料で実施され（10）、1961年には 60歳以上の高齢者と同様に、1歳未満の国

民健康保険の 10割給付等の施策が展開され、翌 1962年には、全国初の乳児死亡率ゼロが達成

された。「自分たちで生命を守った村」として有名な旧・沢内村は、自分たちで子どもの生命を

守った村であったとも言えるのである。

戦後復興期の経済成長が終わり、これからは近代化によって安定的な経済成長をおこなってい

く必要があるということから、日本は「もはや『戦後』ではない（11）」と言われた頃であっても、

旧・沢内村では、生まれた赤ちゃんが満 1歳の誕生日を迎えることすら難しかった。それゆえ、

村民にとって子どもを「村の宝」として大切に育てるということは、健康で丈夫な子どもを育て

るということであった。三重苦に悩まされた村であったからこそ、子どもが「生きている」とい

うことが、それだけですばらしいことであるというように、生存の絶対肯定に根差した、子ども

をかけがえのない 1人の人間として尊重するという気風が育まれた。

上記のような時代から半世紀以上が経った今、西和賀町では過疎と少子高齢化に歯止めがかか

らず、限界集落・準限界集落と呼ばれる地区が出現するようになっている（12）。そのため、地域

コミュニティを維持していく上においても、今また子どもが「生きている」ということが、それ

だけですばらしいことであるというように、当時とは異なった意味において、子どもを 1人の

人間として尊重する気風が連綿と受け継がれていると考えられるのである。

（2）子どもを参加・参画の権利行使の主体とみなす取りくみ
上記のように旧・沢内村で育まれた、子どもを 1人の人間として尊重するという気風は、子

どもを、護り育てるという保護の対象や、最善のものを与えるという付与の対象とするだけでな

く、子どもを権利行使の主体ととらえ、参加・参画の権利を保障するという形でも具現化されて

いった。たとえば、旧・沢内村の長瀬野地区では、「沢内村長瀬野地区集落再編モデル事業」の

実施に際して、「実際に部落の将来を担う子供たちは、はたしてどういう部落の未来像を描いて

いるのかを知る必要」があるということで、「小学校の先生方とも話し合い、図工の時間に子供
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たちに部落の将来図を描いてもらうこと」にしたと言う。その目的は、「子供たちはこういうこ

とを考えている。私たちの計画もこれを一つの柱にしなければ、だれのための部落づくりがわか

らなくなってしまう。（略）そのためにも、子供たちのさまざまな夢をできるだけ吸い上げ、み

んなで検討」することにあった（照井 1981 : 71-72）。この事業は 1971年から 1976年にかけて

実施されていることから、旧・沢内村では、子ども参画による「まちづくり」が 1970年代から

おこなわれていたと考えられるのである。

また、旧・沢内村の猿橋地区でおこなわれた「地域を語る会」において、小学生や中学生、高

校生が参加し、むらのあり方に関する発表において、おとなと同じ時間が保障されていたことを

示す 1980年代の資料も残されている（13）。この会は。「地域は将来どうあればよいか、そのため

に今何をなすべきかなどについて展望を明らかにし、住みよい地域社会づくりに地域民の英知を

寄せ集めようとする」ことを目的としておこなわれたものである。

日本では、子ども参画のまちづくりへの関心が高まったのは、滋賀県近江八幡市に誕生した

「ハートランドはちまん議会ジュニア」（1996年）や、「杉並区児童青少年センター（ゆう杉

並）」（1997年）の中高生による運営委員会等に代表されるように、1994年の子どもの権利条約

批准以降のことである。旧・沢内村では、それよりも 20年以上も前から、子ども参画によるま

ちづくりの取りくみがあたり前のように実施されていたという事実は注目に値することであり、

この地域に子どもを 1人の人間として尊重する気風が根づいていることの証左であると考えら

れる。また、地域養護活動を経験した子どもによる、「（地域養護活動の魅力は）、何をしてもら

ったかではなく、何をしたかである」という語り（14）は、このことを裏付けていると言えるであ

ろう。

以上、旧・沢内村が、子どもを権利享受の主体ととらえて大切にするだけでなく、子どもを権

利行使の主体ととらえて大切にする地域であるいうことが、地域養護活動にボランタリーに参加

しない人との出会いをとおしても、悪意に満ちたダメージがもたらされる可能性が低い地域であ

ると考えられる理由である。

5．結論

本研究の目的は、児童養護施設在所中に施設の子どもが参加する地域養護活動が、いかなる点

において、施設退所後の自立困難軽減に向けた可能性を有しているのかを、旧・沢内村（現・西

和賀町）における取りくみを事例として明らかにすることであった。①旧・沢内村でおこなわれ

ている地域養護活動では、それに参加した児童養護施設の子どもとその子どもをめぐる「ひと・

もの・こと」との間にいかなる経験が生じているのか、②地域養護活動において生じた子どもの

経験は、施設退所者にとって、いかなる意味を有しているのかということを研究の視点とした。

①については、参与観察と聞き取り調査をおこない、②については、①で得られた結果をもと

にして文献調査をおこなった。その結果、①については、地域養護活動をとおして、子どもは認
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識が拡がる経験をし、自分をめぐる「ひと・もの・こと」が多面性を帯びたものであると認識す

るようになることがわかった。②については、次のとおりである。地域養護活動をとおして、外

集団関与によって広がった認識は、外集団均質性効果の働きにより一般化される。そのため、施

設退所後に特定の外集団との関係構築に躓いたとしても、ありのままの「ひと・もの・こと」に

出会う経験を重ねてきた子どもは、自らが生きる世界に対して、必ずしも、決定的なダメージを

被るというわけではない。したがって、旧・沢内村における地域養護活動は、児童養護施設退所

者の自立困難軽減に寄与する可能性を有していることが明らかになった。そして、旧・沢内村で

地域養護活動を実施すれば、地域養護活動にボランタリーに参加しない人との出会いをとおして

も、子どもに悪意に満ちたダメージがもたらされる可能性が低い理由は、旧・沢内村が、子ども

を権利享受の主体ととらえて大切にするだけでなく、子どもを権利行使の主体ととらえて大切に

する地域であることによると考察された。

＊本研究は、日本学術振興会平成 22-24年度科学研究費（研究課題番号：22500707、研究代表者：井上
寿美）、日本学術振興会平成 25-27年度科学研究費（研究課題番号：25380819）、研究代表者：井上寿
美）の助成を受けておこなったものの一部である。
＊本稿は、日本社会福祉学会第 64回秋季大会（於：佛教大学紫野キャンパス、2016年 9月 11日・12
日）における発表内容に若干の加筆修正をおこなったものである。

注
⑴ 東京都福祉保健局（2011）は、東京都所管の児童養護施設、自立援助ホーム、児童自立支援施設、養
育家庭を退所して 1年から 10年経過した人のうち、施設等が連絡先を把握している人を対象におこ
なわれたものであり、認定 NPO 法人ブリッジフォースマイル調査チーム（2015）は、全国の児童養
護施設で中高生、および、退所者の自立支援に関わっている職員を対象におこなわれたものである。
そのため、ここでは「児童養護施設退所者等」と記している。

⑵ 習得をめざすソーシャルスキルには、光熱費の支払い方法等の社会生活における諸手続きの仕方や、
預金・金融ローン等の金銭コントロールの仕方というようなものがある。

⑶ たとえば、横堀（2012 : 17）は、「誰かの力を借りる社会性、自分の思いを伝え、誰かとつながれる
コミュニケーション、誰かとつながっていていいのだと思える安心感、自分を大切な存在と思える自
尊感情、これらが自立の前提、土台として必要である」と述べている。また浅生・高橋（2013 : 93）
は、「自立とは、個人の中で完結するものではなく、他者を頼りながら、共同で生きる社会の中に自
分自身を位置づけること」に他ならないと述べている。

⑷ 本研究で調査をおこなった 2事業の他に、児童養護施設の子どもと職員が、一定期間、旧・沢内村の
公民館等を拠点として生活し、地域ならではの暮らしを経験する「かたくり転住」がおこなわれてい
る。

⑸ 岩手県里親会（2009）よれば、同法人は、2008年に NPO 法人を取得し、「人命に格差があってはな
らない」という旧・沢内村の生命尊重の理念を基底にし、すべての人々の「いのち」が輝く活動をお
こなっている。子どもの「いのち」が輝く活動として社会的養護が必要な子どもを地域で支える活
動、「いのち」の継承活動として生命行政の検証活動をおこなっている。

⑹ 『平成 21年版 高齢社会白書』によれば、2008年 5月から西和賀町でのホームスティを「延べ 100
人の子どもたちが体験している」（内閣府 2009 : 64）とされている。年間のホームスティ体験者が延
べ 100人とすると、これまでに延べ 900人の子どもがホームスティを体験したことになるのだが、実
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際のところは、近年、ホストファミリーの高齢化により、実働しているホストファミリーが減少傾向
にあり、1回のホームスティで受け入れる子どもは 4人～6人程度に留まっている。そのため、ホー
ムスティを経験する子どもは年間延べ 20人～30人程度である。

⑺ 「生きられた経験」は、本人の主観的事実を重視してとらえられた現実である。このような立場から
すると、たとえば、人がそこにいなくても「声が聞こえる」という現象も「幻聴」ととらえられるの
ではなく、本人の固有の体験と位置づけられ、聴こえた声（「聴声」）ととらえられることになる（日
本臨床心理学会 2010）。

⑻ 地域養護活動において特定の役割を担っていない調査者は、子どもからはボランティア等ではなく
「役割の曖昧な他者」として認識されていると言える（笹倉・井上 2013；井上・笹倉 2015）。

⑼ 地域養護活動を体験した退所者に対して 2014年 11月 16日に聞き取り調査をおこなった資料によ
る。

⑽ 第 3回沢内村健康管理研究会（1962年 12月 17日）の資料「沢内村の健康管理状況（昭和 37年）」
に「1．毎週水曜日妊産婦無料健診（昭 33年より）」と記載されていることから、旧沢内村では 1958
年から妊婦健康診査（妊婦健診）が無料でおこなわれていたことがわかる。妊婦健診は、母子保健法
第 13条により、市町村が必要に応じておこなうものとされている。現在では、妊婦健診は、その公
費負担について、地方財政措置が講じられ（2013年度より）、子ども・子育て支援法に基づく、地域
子ども・子育て支援事業として位置づけられるようになった（2015年度より）。しかし、その実施主
体が市町村であるため、厚生労働省「妊婦健康診査の公費負担の状況にかかる調査」（2015年 6月）
の結果によれば、今なお、各市区町村間で公費負担額に差が生じているのが現状である。

⑾ 旧・経済企画庁が 1956年に発表した『経済白書』（副題：日本経済の成長と近代化）の結語に記され
た文言である。

⑿ 西和賀町では、39集落中、限界集落（65歳以上の高齢者が地域の過半数を占める集落）が 3集落で
全体の 8％、準限界集落（55歳以上の人口が地域の過半数を占める集落）が 28集落で全体の 71％
を占めている（西和賀町議会広報編集委員会 2009）。

⒀ 「昭和 60年度 猿橋地区地域を語る会（昭和 61年 2月 16日）長瀬野会館（主催：猿橋地区教育福
祉活動推進協議会）」によれば、この会は、10 : 00～16 : 00まで開催されており、「小学校 5、6年生
は原則として午前中のみとする」となっている。また、「私の考えるむらづくり」と題する発表は次
のようにおこなわれている、「＊1人 5分以内の発表とする。＊発表内容は、特にテーマにこだわら
ず、自由な発想で特に訴えたいこととする。＊発表順は、青年、婦人、壮年、老人、小学生、中学
生、高校生、教師（小、中、高）、消防団、PTA の順とする」。2016年 8月 26日におこなった地域
の NPO 法人運営委員に対するグループインタビューにおいても、1960年代後半から子どもも交え
て世代間交流会が開催され、地域課題の掘り起こしがおこなわれてきたことが語られている。

⒁ 地域養護活動を体験した在園生に対して 2011年 8月 27日に聞き取り調査をおこなった資料による。
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